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 条  例  

 

四日市港管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布します。 

 

   平成 28 年 12 月 26 日 

 

               四日市港管理組合管理者 三重県知事 鈴 木 英 敬   

 

四日市港管理組合条例第11号 

 

    四日市港管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

  （四日市港管理組合職員の給与に関する条例の一部改正） 

 

第１条 四日市港管理組合職員の給与に関する条例（昭和41年四日市港管理組合条例第8号） 

 

の一部を次のように改正する。   

 

   第22条第2項第1号中「加算した額に」の次に「、6月に支給する場合においては」を、 

 

  「100分の100）」の次に「、12月に支給する場合においては100分の90（特定管理職員に 

 

  あつては、100分の110）」を加え、同項第2号中「勤勉手当基礎額に」の次に「、6月に 

 

支給する場合においては」を、「100分の47.5）」の次に「、12月に支給する場合におい 

 

ては100分の42.5（特定管理職員にあつては、100分の52.5）」を加える。 

 

   附則第12項中「勤勉手当減額対象額に」の次に「、6月に支給する場合においては」を、 

 

「100分の1.5）」の次に「、12月に支給する場合においては100分の1.35（特定管理職員 

 

にあつては、100分の1.65）」を、「勤勉手当減額基礎額に」の次に「、6月に支給する 

 

場合においては」を、「100分の100）」の次に「、12月に支給する場合においては100分 

 

の90（特定管理職員にあつては、100分の110）」を加える。 

 

第２条 四日市港管理組合職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

 

   第22条第2項第1号中「、6月に支給する場合においては100分の80（特定管理職員にあ 

 

  つては、100分の100）、12月に支給する場合においては100分の90（特定管理職員にあつ 

 

ては、100分の110）」を「100分の85（特定管理職員にあつては、100分の105）」に改め、 
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同項第2号中「、6月に支給する場合においては100分の37.5（特定管理職員にあつては、 

 

100分の47.5）、12月に支給する場合においては100分の42.5（特定管理職員にあつては、 

 

100分の52.5）」を「100分の40（特定管理職員にあつては、100分の50）」に改める。 

 

   附則第12項中「、6月に支給する場合においては100分の1.2（特定管理職員にあつて 

 

は、100分の1.5）、12月に支給する場合においては100分の1.35（特定管理職員にあつて 

 

は、100分の1.65）」を「100分の1.275（特定管理職員にあつては、100分の1.575）」に、 

 

「、6月に支給する場合においては100分の80（特定管理職員にあつては、100分の100）、 

 

12月に支給する場合においては100分の90（特定管理職員にあつては、100分の110）」を 

 

「100分の85（特定管理職員にあつては、100分の105）」に改める。  

 

    附 則 

 

  （施行期日等） 

 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施 

 

 行する。 

 

２ 第1条の規定による改正後の四日市港管理組合職員の給与に関する条例の規定は、平成 

 

28年12月1日から適用する。 

 

  （給与の内払） 

 

３ 第1条の規定による改正後の四日市港管理組合職員の給与に関する条例の規定（以下こ 

 

 の項において「新条例の規定」という。）を適用する場合においては、第1条の規定によ 

 

る改正前の四日市港管理組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与 

 

は、新条例の規定による給与の内払とみなす。 

 

  （規則への委任） 

 

４ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
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四日市港管理組合職員退職手当条例の一部を改正する条例をここに公布します。 

 

平成28年12月26日 

 

四日市港管理組合管理者 三重県知事  鈴 木 英 敬   

 

四日市港管理組合条例第12号 

 

四日市港管理組合職員退職手当条例の一部を改正する条例 

 

第10条第5項中「、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第 

 

1項に規定する適用事業と」を削り、「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改め、 

 

同項第2号中「第37条の4第3項前段」を「第37条の4第3項」に改め、同条第6項中「、その 

 

者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業 

 

と」を削り、「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改め、同条第8項中「又は広 

 

域求職活動費」を「又は求職活動支援費」に改め、同項第6号を次のように改める。 

 

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同 

 

条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額 

 

第10条第13項を同条第14項とし、同条第12項中「及び第5項から第8項まで」を「、第5項 

 

から第8項まで及び前項」に改め、同項を同条第13項とし、同条第11項の次に次の1項を加 

 

える。 

 

12 第8項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる 

 

者（第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の 

 

支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。）について準 

 

用する。この場合において、第8項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、 

 

「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と 

 

読み替えるものとする。 

 

第15条第1項中「、第6項又は第8項」を「又は第6項」に改め、同条第2項中「、第5項又 

 

は第7項」を「又は第5項」に改める。 
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附 則 

 

  （施行期日） 

 

１ この条例は、平成29年1月1日から施行する。 

 

  （経過措置） 

 

２ 退職職員（退職した四日市港管理組合職員退職手当条例第2条第1項に規定する職員（ 

 

同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。）をいう。以下同じ。）であって、 

 

退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法（昭和49年法律 

 

第116号）第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正す 

 

る法律（平成28年法律第17号）第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げ 

 

る者に該当するものにつき、この条例による改正後の四日市港管理組合職員退職手当条 

 

例（以下「新条例」という。）第10条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合におけ 

 

る四日市港管理組合職員退職手当条例第7条の規定の適用については、同条第1項中「在 

 

職期間」とあるのは「在職期間（雇用保険法等の一部を改正する法律（平成28年法律第 

 

17号）の施行の日（以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。） 

 

前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き 

 

続いた在職期間）」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数（雇用保険法改正法施行 

 

日前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職し 

 

た日の属する月までの月数（退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあつ 

 

ては、零））」とする。 

 

３ 新条例第10条第8項（第6号に係る部分に限り、同条第12項において準用する場合を含む。） 

 

の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日（以下「施行日」という。） 

 

以後に同号に規定する行為（当該行為に関し、この条例による改正前の四日市港管理組合 

 

職員退職手当条例（以下この項及び附則第5項において「旧条例」という。）第10条第8 

 

項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当 
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該行為を除く。）をしたもの（施行日前1年以内に旧条例第10条第5項又は第6項の規定に 

 

よる退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第 

 

10条第5項及び第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていな 

 

いものを除く。）について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介 

 

により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退 

 

職手当の支給については、なお従前の例による。 

 

４ 新条例第10条第12項において準用する同条第8項（第4号に係る部分に限る。）の規定は、 

 

退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施 

 

行日前に職業に就いたものに対する四日市港管理組合職員退職手当条例第10条第8項第4 

 

号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。 

 

５ 施行日前に旧条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることが 

 

できる者となった者（施行日以後に新条例第10条第5項及び第6項の規定による退職手当 

 

の支給を受けることができる者となった者を除く。）に対する四日市港管理組合職員退 

 

職手当条例第10条第8項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、な 

 

お従前の例による。 
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 公  告  

 

  平成 27 年度四日市港管理組合歳入歳出決算について、平成 28 年 10 月 27 日次のとおり 

 

議決されましたので、公表します。 

    

   平成 28 年 12 月 26 日 

 

              四日市港管理組合管理者 三重県知事 鈴 木 英 敬 

 

１ 平成 27 年度四日市港管理組合一般会計歳入歳出決算             認定 

 

２ 平成 27 年度四日市港管理組合港湾整備事業特別会計歳入歳出決算       認定 
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81
5,
03
3,
92
2

43
9,
16
8,
70
4

36
,0
85
,3
18

47
5,
25
4,
02
2

  
  
  

　
歳
入
歳
出
差
引
残
額
　
　
金
　

 1
69
,5
42
,4
81

　
円

　
　
　
　
 う

ち
基
金
繰
入
額
　
　
金
　

 4
0,
83
7,
94
9　

円

　
５
　
公
債
費

　
６
　
予
備
費

歳
  
  
出

  
  
合

  
  
計

不
　
 用

 　
額

 予
算

現
額

と
支

出
済

額
 と

の
比
較

　
１
　
議
会
費

　
２
　
総
務
費

　
３
　
港
湾
管
理
費

　
４
　
港
湾
建
設
費

款
項

予
 算

 現
 額

支
 出

 済
 額

翌
年
度
繰
越
額
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平
成
27
年
度
　
港
湾
整
備
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

　
歳
　
　
入

（
単
位
：
円
）

1,
64
2,
22
9,
00
0

1,
66
5,
75
8,
39
4

1,
66
5,
75
8,
39
4

0
0

△
 2
3,
52
9,
39
4

　
１
　
使
用
料

1,
64
2,
22
9,
00
0

1,
66
5,
75
8,
39
4

1,
66
5,
75
8,
39
4

0
0

△
 2
3,
52
9,
39
4

51
6,
24
2,
00
0

51
5,
99
9,
09
5

51
5,
99
9,
09
5

0
0

24
2,
90
5

　
１
　
財
産
運
用
収
入

51
6,
24
0,
00
0

51
5,
99
6,
49
5

51
5,
99
6,
49
5

0
0

24
3,
50
5

　
２
　
財
産
売
払
収
入

2,
00
0

2,
60
0

2,
60
0

0
0

△
 6
00

10
6,
07
2,
00
0

40
,0
00
,0
00

40
,0
00
,0
00

0
0

66
,0
72
,0
00

　
１
　
基
金
繰
入
金

10
6,
07
2,
00
0

40
,0
00
,0
00

40
,0
00
,0
00

0
0

66
,0
72
,0
00

38
,7
31
,2
00

38
,7
31
,8
89

38
,7
31
,8
89

0
0

△
 6
89

　
１
　
繰
越
金

38
,7
31
,2
00

38
,7
31
,8
89

38
,7
31
,8
89

0
0

△
 6
89

47
,5
00
,0
00

52
,1
03
,5
41

52
,1
03
,5
41

0
0

△
 4
,6
03
,5
41

　
１
　
組
合
預
金
利
子

42
0,
00
0

43
5,
24
6

43
5,
24
6

0
0

△
 1
5,
24
6

　
２
　
雑
入

47
,0
80
,0
00

51
,6
68
,2
95

51
,6
68
,2
95

0
0

△
 4
,5
88
,2
95

1,
40
2,
00
0,
00
0

1,
40
2,
00
0,
00
0

1,
40
2,
00
0,
00
0

0
0

0

　
１
　
組
合
債

1,
40
2,
00
0,
00
0

1,
40
2,
00
0,
00
0

1,
40
2,
00
0,
00
0

0
0

0

3,
75
2,
77
4,
20
0

3,
71
4,
59
2,
91
9

3,
71
4,
59
2,
91
9

0
0

38
,1
81
,2
81

　
３
　
繰
入
金

　
５
　
諸
収
入

　
６
　
組
合
債

歳
  
  
入
  
  
合
  
  
計

　
４
　
繰
越
金

収
入
未
済
額

 予
算
現
額
と
収
入

 済
額
と
の
比
較

　
１
　
使
用
料
及
び
手
数
料

　
２
　
財
産
収
入

款
項

予
 算

 現
 額

調
  
定
  
額

収
 入

 済
 額

不
納
欠
損
額
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歳

　
　

出
（
単
位
：
円
）

64
6,
73
5,
00
0

57
6,
89
0,
83
2

11
,6
50
,4
40

58
,1
93
,7
28

69
,8
44
,1
68

　
１
　
施
設
管
理
総
務
費

39
5,
84
3,
00
0

34
3,
30
6,
98
1

4,
15
0,
44
0

48
,3
85
,5
79

52
,5
36
,0
19

　
２
　
施
設
管
理
費

11
6,
48
2,
00
0

10
5,
01
1,
39
3

7,
50
0,
00
0

3,
97
0,
60
7

11
,4
70
,6
07

　
３
　
ひ
き
船
事
業
費

13
4,
41
0,
00
0

12
8,
57
2,
45
8

0
5,
83
7,
54
2

5,
83
7,
54
2

1,
45
4,
58
6,
20
0

1,
45
3,
76
3,
46
4

0
82
2,
73
6

82
2,
73
6

　
１
　
建
設
事
業
費

1,
45
4,
58
6,
20
0

1,
45
3,
76
3,
46
4

0
82
2,
73
6

82
2,
73
6

1,
65
1,
45
3,
00
0

1,
65
1,
44
7,
27
4

0
5,
72
6

5,
72
6

　
１
　
公
債
費

1,
65
1,
45
3,
00
0

1,
65
1,
44
7,
27
4

0
5,
72
6

5,
72
6

3,
75
2,
77
4,
20
0

3,
68
2,
10
1,
57
0

11
,6
50
,4
40

59
,0
22
,1
90

70
,6
72
,6
30

  
  
  

　
歳
入
歳
出
差
引
残
額
　
　
金
　

32
,4
91
,3
49

　
円

歳
  
  
出
  
  
合
  
  
計

 予
算
現
額
と
支
出
済
額

 と
の
比
較

　
１
　
管
理
費

　
２
　
建
設
事
業
費

　
３
　
公
債
費款

項
予
 算

 現
 額

支
 出

 済
 額

翌
年
度
繰
越
額

不
　
 用

 　
額
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 平成 28 年度四日市港管理組合一般会計等補正予算が平成 28 年 12 月 22 日に成立しまし 

 

たので、次のとおり公表します。 

    

   平成 28 年 12 月 26 日 

 

              四日市港管理組合管理者 三重県知事 鈴 木 英 敬   

 

平成 28 年度四日市港管理組合一般会計補正予算（第 1 号） 

 

  平成 28 年度四日市港管理組合一般会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。 

    

  （歳入歳出予算の補正） 

 

第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 171,192 千円を減額し、歳入歳出予 

 

算の総額を歳入歳出それぞれ 6,866,059 千円とする。 

 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予 

 

算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。 

 

  （繰越明許費） 

 

 第２条 地方自治法第 213 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができ 

 

る経費は、「第 2 表繰越明許費」による。 

 

  （債務負担行為の補正） 

 

 第３条 債務負担行為の追加は、｢第 3 表債務負担行為補正｣による。 

 

（地方債の補正） 

 

 第４条 地方債の変更は、｢第 4 表地方債補正｣による。 

 

 

 

 

 

 

 



平成 28年 12月 26日      四日市港管理組合公報        第９９５号 

 

 

 
- 13 - 

 

第 １ 表　歳入歳出予算補正

歳　入

補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

3,174,215 △ 25,309 3,148,906

3,174,215 △ 25,309 3,148,906

562,226 11,342 573,568

562,226 11,342 573,568

337,266 △ 143,766 193,500

238,000 △ 87,000 151,000

99,266 △ 56,766 42,500

21,940 △ 1,880 20,060

21,940 △ 1,880 20,060

11,110 540 11,650

515 540 1,055

31,100 10,848 41,948

31,100 10,848 41,948

24,394 33 24,427

22,944 33 22,977

2,875,000 △ 23,000 2,852,000

2,875,000 △ 23,000 2,852,000

7,037,251 △ 171,192 6,866,059

歳　出

補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

19,008 △ 650 18,358

19,008 △ 650 18,358

716,619 20,301 736,920

706,642 20,292 726,934

9,067 9 9,076

633,793 △ 47,613 586,180

633,793 △ 47,613 586,180

3,343,115 △ 120,751 3,222,364

3,343,115 △ 120,751 3,222,364

2,323,716 △ 22,479 2,301,237

2,323,716 △ 22,479 2,301,237

7,037,251 △ 171,192 6,866,059

款 項

 1　負担金

 1　議会費

 1　組合債

 1　分担金及び負担金

 2　使用料及び手数料

 7　諸収入　　

 8　組合債　　

 1　使用料

 3　雑入

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計

款 項

 1　議会費

 2　総務費

 1　港湾建設費

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計

 1  総務費

 5　公債費　　

 1　公債費

 1　港湾管理費

 3　監査委員費

 3　港湾管理費　　

 4　港湾建設費　　

 6　繰入金　　

 1　基金繰入金

 3　国庫支出金　　

 1　国庫負担金

 4　県支出金　　

 1　県補助金

 2　国庫補助金

 5　財産収入　　

 2　財産売払収入
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第 ２ 表　繰越明許費

千円

社 会 資 本 整 備
総 合 交 付 金 事 業 費

1 港 湾 建 設 費 61,000

款 項 事　　業　　名 金　　　　額

4 港 湾 建 設 費

第 ３ 表　債務負担行為補正

追　加

事　　　　　　　　項 期　　　　間 限　　度　　額

千円

行 政 事 務 用 機 器 賃 借 に 係 る 契 約

施 設 設 備 保 全 業 務 委 託 等 に 係 る 契 約

　平成２９年度～平成３３年度

　平成２９年度～平成３１年度

2,020

163,563

第 ４ 表　地方債補正

変　　更

起債の方法 利率 償還の方法 限度額 利率 償還の方法

千円 千円

国 補 港 湾
改 修
事 業 費

普通貸借又
は証券発行

4.0%
以内

政府資金及
び地方公共
団体金融機
構資金につ
いては定め
られた償還
条件による。
その他資金
についての
償還条件は、
管理者が定
める。ただ
し、組合財
政の都合に
より繰上償
還すること
ができるも
のとする。

24,000 4.0%
以内

政府資金及
び地方公共
団体金融機
構資金につ
いては定め
られた償還
条件による。
その他資金
についての
償還条件は、
管理者が定
める。ただ
し、組合財
政の都合に
より繰上償
還すること
ができるも
のとする。

社 会 資 本整
備 総 合 交付
金 事 業 費

〃 〃 〃 196,000 〃 〃

港 湾 施 設
維 持 補 修費

〃 〃 〃 103,000 〃 〃

港 湾 改 修
事 業 費

〃 〃 〃 31,000 〃 〃

国 直 轄 事業
負 担 金

〃 〃 〃 2,456,000 〃 〃

148,000 〃

9,000 〃

2,276,000 〃

85,000 普通貸借又
は証券発行

315,000 〃

起債の目的
補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

限度額 起債の方法
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平成 28 年度四日市港管理組合港湾整備事業特別会計補正予算（第 1 号） 

 

  平成 28 年度四日市港管理組合港湾整備事業特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定める 

 

ところによる。 

    

  （歳入歳出予算の補正） 

 

第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 38,429 千円を増額し、歳入歳出予算 

  

 の総額を歳入歳出それぞれ 2,837,542 千円とする。 

 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予 

 

算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。 

 

  （繰越明許費） 

 

 第２条 地方自治法第 213 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができ 

 

る経費は、「第 2 表繰越明許費」による。 

 

  （債務負担行為の補正） 

 

 第３条 債務負担行為の追加は、｢第 3 表債務負担行為補正｣による。 

 

（地方債の補正） 

 

 第４条 地方債の追加は、｢第 4 表地方債補正｣による。 
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第 １ 表　歳入歳出予算補正

歳　入

補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

1,573,898 7,257 1,581,155

1,573,898 7,257 1,581,155

519,470 32,436 551,906

519,470 32,436 551,906

45,649 △ 33,626 12,023

45,649 △ 33,626 12,023

20,000 840 20,840

20,000 840 20,840

37,096 6,522 43,618

36,769 6,522 43,291

603,000 25,000 628,000

603,000 25,000 628,000

2,799,113 38,429 2,837,542

歳　出

補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

647,981 44,038 692,019

385,472 3,740 389,212

126,727 40,203 166,930

135,782 95 135,877

652,683 2,208 654,891

652,683 2,208 654,891

1,498,449 △ 7,817 1,490,632

1,498,449 △ 7,817 1,490,632

2,799,113 38,429 2,837,542

 1　公債費

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計

 4　繰越金　　

 1　繰越金

 1　建設事業費

 3　公債費　　

 1　施設管理総務費

 2  施設管理費

 3　ひき船事業費

 2　建設事業費　　

 1  組合債

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計

款 項

 1　管理費

 1　財産運用収入

 3　繰入金　　

 1　基金繰入金

 6　組合債　　

 5　諸収入　　

 2  雑入

 2　財産収入

款 項

 1　使用料及び手数料

 1　使用料
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第 ２ 表　繰越明許費

千円

1 管 理 費 2 施 設 管 理 費 港 湾 施 設 維 持 補 修 費 32,570

款 項 事　　業　　名 金　　　　額

第 ３ 表　債務負担行為補正

追　加

千円

1,217

24,066施 設 設 備 保 全 業 務 委 託 等 に 係 る 契 約 　平成２９年度～平成３１年度

期　　　間事　　　　　　項 限　度　額

　平成２９年度～平成３３年度行 政 事 務 用 機 器 賃 借 に 係 る 契 約

第 ４ 表　地方債補正

追　　加

起債の目的 起債の方法 利率 償還の方法

千円

港 湾 施 設 維 持 補 修 費 普 通 貸 借 又 は
証 券 発 行

　4.0%以内
政府資金及び地方公共団体金融機構
資金については定められた償還条件
による。その他資金についての償還
条件は、管理者が定める。ただし、
組合財政の都合により繰上償還する
ことができるものとする。

限度額

25,000

発行  四日市港管理組合 

               三重県四日市市霞二丁目１－１ 

              四日市港管理組合経営企画部総務課 

                     電話 059－366－7006 

四日市港管理組合公報は、四日市港管理組合ホームページにも掲載してい

ます。 

 http://www.yokkaichi-port.or.jp/ 


